
民 生 常 任 委 員 会 資 料

令和８年２月１７日 福祉保険部

障害児通所給付費の返還金請求状況について

１ 概要

障害児通所給付費の不正請求等により令和７年１０月２３日付で指定取消処分を行った一般社

団法人杪の杜に対し、現在、不正額を確定のうえ、返還請求及び回収作業を行っている。

２ 対象法人及び事業所

法 人 名：一般社団法人 杪の杜

代 表 理 事：村上 千鶴

所 在 地：帯広市西１９条南１丁目７番地３０

対象事業所：①もくの木たいせつ（６条通８丁目） ②もくの木ほうえい（豊岡７条４丁目）

※２事業とも１月に市内から撤退

指 定 年 月 日：令和６年 ４月 １日（うち、もくの木たいせつは休止期間あり）

指定取消年月日：令和７年１１月３０日

３ 返還請求の額及び請求状況

指導監査課で算出した令和６年４月１日から令和６年１０月３１日分のほか、令和６年１１月

以降分について再計算し、２回に分けて請求を行っている。

なお、１回目督促後に入金がないことから、請求と並行して財産調査を行っている。

返還総額 １４，８２９，４７２円

（不正１０，５９２，４８０円＋加算金４，２３６，９９２円（１００分の４０）

１回目請求分 ６，８９４，４６８円（４，９２４，６２０円＋１，９６９，８４８円）

令和７年１２月２４日付で請求、入金がないため督促及び令和８年２月６日を期限とした

催告書を送付。

２回目請求分 ７，９３５，００４円（５，６６７，８６０円＋２，２６７，１４４円）

令和８年２月１３日付で令和８年２月２７日を期限とした請求書を送付している。

４ 今後について

本給付費は強制徴収公債権（児童福祉法第５７条の２及び地方自治法第２３１条の３第３項）に

該当するため、地方税等の滞納処分の例により強制徴収を行う。

５ 国庫及び道費負担金について

障害児通所給付費は児童福祉法により、国１／２、道１／４、市１／４の割合で負担するもので

あるが、法人から返納がなされない場合、国、道への返還金は、市が全額負担するものとなる。


